
働き方改革の一環として、医師をはじめとした医療従事者の労働時間短縮を促進

させるため、一定の設備投資について新たな減税措置が設けられました。

１．制度概要

医療保険業を営む青色申告者（法人又は個人）が、医師等の労働時間短縮に資

する一定の設備を取得した場合、減価償却費として、普通償却費の他に取得価額の

15％の特別償却費を前倒しして計上できる。

２．対象期間

平成31年4月1日から令和3年3月31日までに取得等

３．対象設備

医療勤務環境改善センターの助言の下作成した「医師等勤務時間短縮計画」に

基づき取得した、器具・備品（医療用機器含む）又はソフトウェアで、取得価額が30万

円以上のもの（適用資産の類型表のほか、設備等の製造メーカー又は販売会社が

パンフレット等において医療従事者の労働時間削減につながるような性能として、従

来製品より3％以上の効率化を謳っていることが要件）。
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過去に発行したＦＡＸニュースは、宮崎県医師会ホームページ上でご覧になれます。
「宮崎県医師会 勤務環境改善支援センター」で検索してください。

本センターは、労務管理・医業経営アドバイザーの派遣による無料相談対応を行っていますので、ご
相談ください。※書類の作成、提出代行は無料相談の範囲には含まれません。

【適用の際の留意点】

１．医療勤務環境改善センターの確認が必要
２．申告時「医師等勤務時間短縮計画」添付
３．６か月後に医療勤務環境改善センターへ「医師等勤務時間短縮計画報告書」の
提出が必要

４．中古は対象外
５．「医療用機器等の特別償却」との併用不可

※適用を受けるには手続きが煩雑ではありますが、制度を上手く利用しながら、設備投資
と勤務環境の改善に努めていきましょう。

④設備供用6ヶ月後に
計画書のフォ口ーアップ提出

医療法人等

医療機関

③供用開始 ①計画書提出

②確認済み計画書返送

器具及び備品並びに
ソフ卜ウエア

類型1労働時間管理の
省力化・充実に資する
勤務時間短縮用設備等

類型2 医師の行う作業の
省力化に資する勤務時間
短縮用設備等

類型3 医師の診療行為を
補助又は代行する勤務時
間短縮用設備等

類型4 遠隔医療を可能と
する勤務時間短縮用設備
等

類型5 チーム医療の推進
等に資する勤務時間短縮
用設備等
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